
≪ 船橋市運動公園陸上競技場 ≫ 

 

日頃より、運動公園陸上競技場をご利用いただき誠にありがとうございます。 

陸上競技場の物品借用品において、３０００ｍ障害移動式の巨大ハードル(障害)を追加致します。  

以下、使用上のルールを厳守し御利用下さい。 

 

※ 他の物品借用と同様に部活動や団体として認めているクラブ活動時のみ使用可能とする。 

※ 指導者が指名する選手のみの使用とする。 

※ 同一時間に複数団体の使用希望がある場合は団体同士で調整し、譲り合って使用する。 

※ 移動式の巨大ハードル（障害）はトラック内への設置はＮＧとし、他の利用者に支障が無い場所への

設置とし利用する。 

※ 水濠の利用は土日のみの個人開放日に限る。 

※ 使用した物品は元の場所へ返却する。 

※ 万が一、事故や怪我等が発生した場合は施設側での責任は負いかねます。 

※ 以上を承諾のいただき、事前に借用申請書の提出をお願い致します。（使用日の１週間前迄） 

 

船橋市運動公園体育施設管理事務所 


